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ハッカ ー倫理とフリ ー ソフトウェア運動

コ ンピュ ータとネットワ ー ク現境の普及に伴って， ‘ノフトウェアの利用お

よぴ複製や共有が「倫理的問題」を引き起こしているのは周知のとおりであ

る。 また ，
コ ンピュ ータプログラムに限らず， デジタル化されたh'f報の流通

が盛んになり ， 知的所有権 ， あるいは知的財産権の問題は披大の社会的• 制

度的Ill!題の一つとなっている。 ここではフリ ーソフトウェア巡動を推進して

きた人々 —とくにスト ー ルマン(R.M.Stallman)とレイモンド(E.S.

Raymond)―ー の見解を倫理的な主張に注意しながら検討してみたい。

I 
"ッカ ー倫理

まずは ， しばしば「ハッカー 倫理(Hacker Ethic)」と呼ばれる初期のソ

フトウェア開発者・利用者たちの傾向をみておくことにしよう。レヴィー

(S.Levy)の「ハッカー ズ」に詳しいように， 1960年代から1970年代にかけ

て， 主として大学の学生や研究者たちは情報の共有は梢極的な普であるとみ

なし， 自分の専門的技砧の成呆を， 可能な限り公開のソフトウェアとし， コ

ンピュ ー タに関する情報をさまざまな方法で共有しあった。 大学は緊密で友

好的なコミュニティだったとされる。有能なプログラマ ーをハッカーと呼ん

だことから ， 梢報共布に対するこのような態度が， 「ハッカ ー 倫理（価値

観）： Hacker Ethic」と呼ばれることもあった。
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このような態度はレイモンドによって編斜された「ジャ ー ゴン・ファイルJ

（「ハッカ ー 事典」）での有名なエントリによれば次のようになる。

ハッカ ー倫理

1. 情報の共有は強力な積極的善であり， ハッカ ーにとって， その技術力によ

ってオ ープンソース（ソフトウェア）を柑き， 可能な場合はいつでも梢報

と計符機奸源にアクセスできるようにすることは倫理的義務であるとする

信念。

「ハッカ ー ズ」の著者レヴィ ー やレイモンドによれば ， 初期のコンピュー

タエキスパ ートたちはこのような価値観を抱き ， 梢極的に ‘ノ ー ス コー ドを共

有することによって情報を共有していた。 これが初期から中期にかけての コ

ンビュー タ文化をはぐくむ土台となった。

しかし ， 1970年代半ばから1980年代初頭にかけて， ビジネスが研究室レ

ベルにまで入り込むことによって， システムはほとんど有依化されてしまい，

またシステムのソー スコードを読むためには秘密保持の契約を結ばねばなら

ないようになった。 またそれに伴ってシステム改変や再配布は不可能となる

か， あるいは槃止されることになった。 こうして，
コ ンピュー タ研究者たち

はお互いに助けあい， 教えあう コ ミュニティを失ったとされる。

l プログラムの独占的所有の有害性

このようなソフトウェアの独占所有やソー スコ ードの槻l買や改変の制限に

反対し， 自立的な行動を起こすことによって， その象徴となったのが， マ サ

チュー セッツ工科大学(MIT)のAI研究所のスト ールマンである。

ソフトウェアの独占的所有を認め， 利用・改変• 再配布を制限することは

次のような点で有害であるとストー ルマンは言う。

(1) 経済的な理由その他によって， 有用なプログラムの使用を妨げる。 一

般にソフトウェアの利用料は高価なものになりがちなので， 独占を認めれ
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ば， 有用なソフトウェアであってもその対価を払えない人々はそれを使う

ことができない。

(2) 社会的辿幣を弱める。 よいソフトウェアがあり， それをあるユ ー ザー

が気に入ったとする。 しかしたいていの独占的ソフトウェアは二次配布を

禁止しているため ， そのユ ー ザー の友人がそれを欲しがったときに複製し

たり， 必要な梢報を伝えることができない。 ユー ザー 1111の助けあいや協力

を阻杏してしまう。 ストー ルマンは「協力のほうが祈作権よりも韮要」だ

と言う。

(3) プログラムを修正したり， より有効に改造することを不可能にし ， ま

た， 自由で創造的なプログラム作成を困難にする。 一般にソフトウェアは，

人1111が理解しやすいソー スコー ドから ， コンパイラ等に実際に実行される

オプジェクトコー ドを作成することによって作られる。 オプジェクトコー

ドを人間が理解することはほぼ不可能であるため ， ソフトウェアのバグ

（作成上のミス）を修正したり， 個々の利用者の要求に応じて変更するた

めにはもともとのソー スコー ドが必要である。 しかし， 「盗）IJ」を防ぐた

めに多くの独占的ソフトウェアのソー スコー ドは公開されておらず ， また

閲買するために守秘契約が要求されることも多い。

(4) そしてその結果 ， 優れたプログラムの開発を迎らせてしまう。 もしソ

ー スコー ドが公開されていれば， 他のプログラマ ー たちもそれを利用した

り， アイディアや技法を参考にすることによって ， より優れたプログラム

を開発する助けにすることができるだろうし， 既存のソフトウェアの一部

を部品として再利用することは開発スピー ドを向上させるだろうが， ソフ

トウェアの独占的所有はそれを阻害する。

これらはコンピュ ー タを利用する人々にとって非甜に大きな不利益である

と言える。 このような状況を解決するには ， ソフトウェアの「所布」を認め

るべきではないとストー ルマンは考えるのである。
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I : ノフトウェアの独占所有に対する批判

さらに ， プログラムの独占的所有の正当化の賊論として ， スト ー ルマンは

法律， 自然権， 経済的被害 ， プログラマー のインセンテイプ等のi義論をとり

あげ， 反論を加える。

(1) まず ， 独占コピ ー は法に反するという主張に対しては， 法が「道徳的

な善悪」を決めるわけではないという立場をとる。 われわれは悪法に従わ

ねばならない理由はなく ， むしろ， 道徳的に悪い法律は廃止するよう努力

するべきであると言う。 ここから ， スト ー ルマンが法を外側から批判する

立場に立っていることは明らかであろう。

(2) プログラムの作成者はそれに対する自然権を持つという反論は ， 物質

的な対象との過剰な類雅である。 土地やドングリは誰かがそれを使えば ，

他の人は使うことができないが ， ソフトウェアなどの情報は， いくらでも

複製が可能である。 また， 作者の著作権が自然権として伝統的に社会で認

められてきたという主張も誤りである。 過去の著作家たちが ， 他人の文章

を自分の文章の中に引用することは， まったく普通に行われていることで

あった !lo

(3) プログラムの辿法な再配布や改変によって ， 作成者が経済的被害を受

けるという譲論は一見もっともにみえる。 しかし実際には， 辿法コピ ー を

してプログラムを入手する人々は ， そもそもそのようなプログラムは実際

には買わない。 したがって ， もしソフトウェアを不正にコピ ー したとして

も， それは本当は「被害」ではないのだという 210

(4) プログラマー たちがソフトウェアから得られる金銭的収入を困難にす

ることによって ， 開発に対するインセンテイプが低下するという議論は ，

所有者がいるべきかどうかという問題と ， 作成者がいるかどうかという問

題を混同している。 プログラムの独占的な所有に対する金銭的な報酬がな

くても， プログラムを作る作業はそれ自体楽しいのだからそれ自体で目的
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になりうる。 またプログラマ ー は， プログラムの配布の独占権を持たない

としても， 顧客の求めに応じてプログラムを保守したり ， 改造したりする

ことによって十分に収入を得ることができるという。

したがって， プログラムの独占的所有を十分に正当化する議論はないと結

論する。著作権の制度は印刷技術とともに成長してきたのであり ， それは十

分に有益であったが ，
デジタル技術にはそぐわないものになってしまった。

また， 特許権は機械工学や化学薬学の分野では有効であるが， アルゴリズム

やプログラムに適用すれば有害でしかない。

このようなスト ールマンの主張は， はっきりとした一つの道徳的理想であ

り ， それは彼の次のような文章("WhySoftware Should be Free")からも

読みとれるだろう。

もし私たちが食うか食われるかの世界に住みたくないと思うなら， 私たちは

態度を変えなければなりません。 まずはじめに ， よい市民とは適切な時に協

力する人々であり， 首尾よく他人から邪いとるような人々ではないというメ

ッセ ー ジを送ることからはじめなければなりません。 すくなくとも， 一部で

は， 私たちが ， 食うか食われるかの世界を ， 自発的な協力をうながし， それに

よって活動するより有効なシステムに置きかえるために， フリーソフトウェ

ア連動が役だつことを私は削っています。

I 
GNU プロジェクト

このような思想のもとに， ストールマンはGNU (GNU is not UNIX)と

呼ばれるUNIX互換オペレ ー ティングシステムを提供するプロジェクトを開

始し， その開発母体として非営利団体FSF (Free Software Foundation)を

設立した。

さらに， 詳細な検討の上で， ‘ノフトウェアの自由な流通を保証する法的手

段として発案したのが ， GPL (GNU Public Licence, GNU公的使用許諾）
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である。 これは基本的にプログラムのソ ースコー ドの公IJflと自由な変更と再

配布を定めたものである。 内容として重要なのは， (1) GPLソフトウェアを

複製 ・ 再配布する際にはソ ー スコ ー ドとGPLそのものを同時にコピ ー し ，

また著作権表示と無保証の宜言をしなければならない ， (2)そのソフトウェ

アを自由に改変してよいが， その際には改変した旨と変更日を明記しなけれ

ばならない。 そして(3)GPLソフトウェアの一部を利用したソフトウェアで

あっても ， その作成したソフトウェア全体をGPLに従わせなければならな

v ヽ゜

とくにこの(3)の条件は非常に直要で， また厳しい条件と言える。 たとえ

ば ， GPLとは別のポリシ ー をとるフリーソフトウェアのライセンスとして ，

「BSDライセンス」と呼ばれるものがあるが， これはソー スコ ー ドの一部を

用いた場合にも， その著作権表示を行えば， 変更個所を公開する必要はない。

つまり ， (3)の条件は， GPLに従ったソフトウェアを利用して， 独占的なソ

フトウェアを作成することを禁じたものである。BSDライセンスのソフト

ウェアを誰かが変更し， その変更個所を非公開にした上で独占的に販売する

ことが可能なのだが ， GPLに基づけば不可能である。 スト ー ルマンらは ，

彼ららしいユ ー モアをこめて ， これをコビ ー レフト(Copy Left)と呼んで

いる。

GPL'ノフトウェアの一部を利用すれば ， その全体をGPLに従わせねばな

らない。 このようにしてストー ルマンらは，
フリ ー ソフトウェアの発展と無

制限の共有を広めようとしているのである。 上のような特徴から， このよう

なGPLソフトウェアは「GPLウィルス」と呼ばれることもある。

もっともGPLは無科での配布を要求しているわけではないことには注意

しておかねばならない。 GPLライセンスのソフトウェアを配布する際には，

ソースコー ドを入手可能な状態にし， また他者による改変と再配布の自由は

認めねばならないが ， その配布にあたっていくら対価を訥求してもかまわな

いし ， また， これらのソフトウェアをユ ー ザー の求めに応じて改造したり ，

技術サポー トや保守作業を行うことに報酬を得てもかまわないのである％
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l ネットワ ー ク文化とジェファ ー ソン主義

このようなソフトウェアの共有を普とする価値観に裏打ちされた自由な情

報交換とソフトウェア開発が ， 実際にインターネット通信開発を促進したの

はまちがいがない。 メ ー ルをどのようにして送るか， ウェプペ ー ジ（いわゆ

る「ホ ー ムペ ー ジ」）はどのように瑚くかといった規格は， 中心的な支配者

を持たないインター ネットでは， まずはインターネットドラフトとして公開

され ， 多数の I井l発者・研究者のピア ・ レピュ ー を受けた上でRFC (Request 

for Comment)と呼ばれる文牲としてほぽ定められる。 RFCはその名のとお

り‘常にコメントを受け付けるものであり， 誰もが複製して参照することがで

き ， また誰もがドラフトを提出することができる。

また， インターネットで特徴的な梢報として ， 多数の参加者によるFAQ

(Frequently Asked Questions)が編集され自由に配布改変されている。 これ

はソフトウェアの高度な操作の仕方から盆栽の作り方まで， 人々によっで必

要としている情報をQ&A形式で紹介したものである。 このようなソフトウ

ェア以外のデ ー タの多くはGPLに従って配布されている。 このような惰報

の密積が ， ネットワ ーク接続その他の困難な技術を容易にしたのである。私

自身のネットワ ーク管理の経験から言えば， インター ネットの発展のために

は， ソフトウェアそのものよりは， このような情報やインストラクションの

ほうが重要だったはずである。

このような仕方でのフリ ーソフトウェアとインターネットの発展を称校す

る際に， しばしば引用されるのは， ジェファ ーソンの次の言葉である。

自然が生み出したものの中で排他的な所有が許されないものがあるとすれ

ば， それは人間の思考の所産であるアイディアであろう。 アイデイアは個人

の頭脳の中におさまっている限りにおいては永久にその個人の内にとどまっ

ているが ， いったん口外した瞬間 ， それは万人による共有物となり ， 万人の

中にも存在しつづける。 また ， アイディアはその性質上 ， 部分的に所有され
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ることはなくそのアイディア全体が所有されることになる。

わたしからアイディアを受け取った人は ， わたしが本来持っていたアイデ

ィアをいささかも減じることなく ， アイディアを自分のものにすることがで

きる。 それは ， あたかもわたしが持っている蝋燐の火を他人の蝋煩に移すの

に ， 私の火をなくさないのと同じことである。 アイディアは全i仕界の人々の

間で自由に交換されるべきである。 それは ， 人間が交換するアイデイアが ，

自然から生まれた時に特別の慈悲のもとにそのように施されたからではない

だろうか。 アイディアは ， 勢いを弱めることなく呆てしなく広がる火のよう

なものだ ,,0

このような文化や思想との関係から ， ハッカ ー文化やインタ ー ネット文化

の背後にある．思想は ， しばしば， 「マニア」や「ナ ー ド」などの現代の新奇

な若者の価値観やマルクス＿ヒ義というよりは ， むしろ ， 限定的ではあるが ，

穏他な無政府主義あるいは理想(Iり共産主義の索朴な後細であるとされる。
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フリ ー ソフトウェア運動における分裂

I 
GNU Emacs対XEmacs

このようにフリ ー ソフトウェア運動は， 一つの道徳的理想を掲げた社会運

動であり ， 1980年代後半にはすでにUNIXオペレーティングシステムを中心

としたネットワ ー クシステムでは大きな成功を収めた。しかし
，

フリ ー ソフ

トウェア運動の内部でメンバー 間にさまざまな葛藤を生じることがあった。

その中でも最も運動に衝隙を与えたものは， GNU EmacsからのLucid

Emacs (のちにXEmacsと改名される）の分離である。1991年から1993年

にかけて ， GNUプロジェクトの代表的 プロダクトである高性能テキストエ

デイタGNU Emacsは， UNIXの流れを組むオペレ ー ティングシステム上で

は事実上の標準の地位を確立していた。 むしろ ， いわゆる「カテゴリ ーキラ

ー」として， 他のソフトウェアの追従を許さない地位にまで登りつめ ， また

ストー ルマンらの技術レベルを世界に知らしめることになった。

ところが ， GNU·Emacsはプログラムの巨大化によって開発に遅れが目立

つようになっていた。 より先進的な機能を要求するユ ー ザーたちは， その開

発の遅れに不i箇をもらしていた。 とくに問題だったのはGNU Emacsが
，

UNIX上でのグラフィックユ ー ザー インタフェー スX Window Systemに十分

対応していないことであった。

そこでLucid社を中心とするグルー プは， スト ー ルマンらのGNU Emacs 
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を拡張してX Window Systemに対応させたXEmacs (当時はLucidEmacs/ 

あるいはEpochと呼ばれていた）を開発した。 これらはもともとは同じソフ

トウェアであり， この2つのソフトウェアが並行して開発されることは人的

夜源の投夜の点からしても非効率であり， また互換性が保証されないために，

多くの混乱のもととなることが予想された。

しかしこの2つのグルー プは技術的方針および開発モデルについて厳しい

意見の相違があり ， 結局のところ ， GNU EmacsとLucid Emacsの2つの開

発を一本化することができなかった。Lucidの開発者グルー プは ， スト ー ル

マンらの開発に対する独占的な態度—つまり ， Lucidグルー プの協力につ

いて強圧的な指祁方針をとったこと， そして， すべてのソー スコ ー ド貢献者

に ， 必ず文因でのGPLへの同意を強要するやり方に反発を感じたという。

Lucid Emacsは名前をXEmacsと変えて現在に至るまでGNU Emacsと独

立に開発が進められている。 グルー プの中心人物であるスティ ープン ・ タ ー

ンプルによれば， XEmacsグルー プの関心は主として技術的な問題 ， つまり，

よりよいソフトウェアを使用し， それを顧客に提供したいという点にのみ関

心があり， スト ー ルマンおよびFSFのようには ， フリ ーソフトウェア連動の

政治的側面に関心を持つことがなかった。 XEmacsグルー プによれば， スト

ールマンらはもっばらソフトウェア共有の道徳的側面ー一つまり ， ソフトウ

ェアを共有することは道徳的に善であり， 共有を阻害することは悪である一

ーに関心を抱いている。 しかし， それを他のフリ ーソフトウェア開発者たち

に強要するあまり ， それがかえってソフトウェアの開発の自由と進歩を阻害

している側面もあると主張する。 このような対立の結果 ， 2つのグルー プは

決定的に分裂することになったのである。

FSFに対抗してこのようなオ ー プンな開発方針をとったXEmacsは， 実際

のところ ， 多くのフリ ーソフトウェア開発者たちをひきつけ ， 近年に至るま

で常にGNU Emacsより技術的に進んだものであったが， 予想どおり付屈ソ

フトウェア群に関して大きな混乱をもたらすことになった。

このような対立はフリーソフトウェア連動の今後を考える上で重要な問題



134 第5液 フリ ー ソフトウェア運動の倫理的含意

を含んでいると思われる。ターンプル自身が認めているように ， この分裂の

原因の一つは， ように， XEmacsのグルー プに加担する人々が， スト ー ルマ

ンらほどには，
フリ ーソフトウェアの社会的・政治的な烈味に関心を抱いて

いないことにある。

スト ールマンらにとって， コピ ー レフト(GPL)を守り続けることは最嵩

度に巫要である。それは， 彼らが目指すものは， lji.により多くの人々に使わ

れるi袋れたソフトウェアを提供することにはないからである。 彼らは， ユー

ザー に「自山」 ， ‘ノフトウェアの配布と改変の自tltを与えることを目指して

いる。 先に述べたように， たとえば， フリー のユー ザー インタフェースであ

るX Window Systemのライセンスは改変部分のソースコー ドの非公開を認

めているのだが ， このようなライセンス上では， ある企業がユ ー ザー が求め

るような改変を加え， その上でシステム全体を配布することができる。もし

その改変部分に人気が集まれば， その企業は非常に有利な立楊に立つことが

できるだろうが ， ユー ザーは実骰的には配布や改変の自由を失ってしまうこ

とになる。これはストールマンらには許しがたいものにみえる。
一方 ， そのような道徳的・政治的な理想そのものは共布しない開発者にと

っては， コピ ー レフト自体が面倒な手続きであり ， 制約にみえてしまう。 実

際にはソースコ ー ドを公開していながらも ， 著作権は自分で保持していたい

と思うIJf.l発者も少なくない。またそのような人々は， 独占的ソフトウェアで

あっても， それがIJり発の役に立ち ， 技術的に求めるものを達成するために必

要ならばそれを用いたいと考える。

実除のところ ， これが1980年代から1990年代にかけてフリ ーソフトウェ

ア開発において大きな問題になった。X Window Systemではさまざまな ‘ノ

フトウェア部品（ライプラリ）を利川することが多い。とくに ， 1980年代

ではMotifと呼ばれるライプラリが人気を集め， それを利川したフリー ソフ

トウェアが数多く作成されたが ， Motif自体はフリー ソフトウェアではなか

った。スト ー ルマンらはMotifの代わりに他のフリー ソフトウェアのライブ

ラリを使用するよう呼ぴかけ ， また， Motifを代替するフリ ーソフトウェア
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を作成するよう人々に呼びかけたが， 実際にMotifを代替できるソフトウェ

ア(Lesstif)が完成したのは1997年であった。1990年代にもQlと呼ばれる

（当時は）独占的なライプラリがフリ ーソフトウェアIJり発者たちの人気を集

め問題となった。

このような点で， フリー ソフトウェア運動を理解する上で， 彼らは必ずし

も一枚岩ではないことに注意しておくことがこれから重要となる。
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5.3 ． 

LINUX システムの成功と「オー プンソ ース」

さて， 先に述べたようにGNUのフリ ー ソフトウェア連動は ， すでに1980

年代にUNIXワ ークステ ーションの世界で大きな成功を収め ， UNIXワ ーク

ステー ションの多くの部分を代替できるまでに成長したが ， 完全なオペレ ー

ションシステムの核の部分（カー ネル）を完成させることはできなかった。

フリ ー ソフトウェア運動の成長を加速し ，

一般の人々の目に触れるように

したのは ， 1990年代に入って完成したLINUXゃFreeBSDと呼ばれるフリ ー

のUNIX的OSの喘及だった。 すでに1980年代に ， IBM PC互換機が企業や

家庭に広く普及していた。 フィンランドの学生リ ー ナス・トー バルズが開発

したLINUXゃ ， カリフォルニア大学バ ー クレ ー 校(UCB)で開発された

BSD UNIXにユ ー ザーたちが変更を加えたものが ， これらの安価なコンピュ

ー タ上で動く無科で配布改変自由なOSとして登場したのである。 同時に ，

家庭へのインター ネットの普及が
， ソフトウェアの流通に拍車をかけた。す

でに動作していたGNUプロジェクトやX Window Systemなどのフリ ー ソフ

トウェアによるツ ール群と組み合わせられることによって ， これらのソフト

ウェアは完全なオペレ ー ションシステムおよびアプリケ ー ションソフトウェ

アとして， そのままで一般的な利用に供することができるようになった。

人々を蔑かせたのは ， それらのソフトウェアの性能の優秀さであった。 バ

グと呼ばれるソフトウェアの欠陥によって，
パ ー ソナルコンピュ ータが動か

なくなってしまう現象は ， すでにほとんどのユ ー ザー が経験していることで

あると思われるが ， 上のOSではそのようなことは非‘常に稀な現象でしかな
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い。 さらに， これらのOSは ，
バグが少なく ， 裔機能であり ， またシステム

に与える負荷が小さいため， 一世代前のコンピュ ー タでも十分利用できたの

である。

なぜ， 無料で多くの人が開発に参加しているソフトウェアがそれほど高品

質であるのか， また， そのような共同開発がなぜ可能だったのか， そして将

来にもその共同開発を効率的に進めるには何が必要なのか， とくにLINUX

システムがとにもかくにも大きな成功を収めたのはなぜなのだろうか， とい

った問題は， 自‘此的なソフトウェア開発者たちの反省をうながした。

とくに開発者たちの注目を引き， 影評力を持ったのは， ソフトウェアの

開発や用語集で有名なレイモンドの論文群であった。 レイモンド自身優れた

フリ ー ソフトウェア開発者であった。「伽藍とバザー ル」や「ハッカ ー の逆

襲Jと題された彼の文章は ， LINUXの開発コミュニティとその成功の要因

を分析し， さらに， 実際に彼自身のプログラムI)廿発でその方法を実践して成

功してみせたのである。彼の結論は， ソー スコー ドを公開し ， 多くの人々に

よって共同開発を進めることこそ， 効率的な裔品質 ‘ノフトウェアの開発に有

用であり ， むしろ， ‘ノ ー スコードを公開しなければ， ソフトウェア開発での

ビジネス的成功は難しいというものだった。

少数の優れた人材による閉鎖的な「(!Al藍方式」の開発よりは， 多数の人々

による I井l放的な「バザ ー ル方式」のほうが條れているとレイモンドは言う。

従来の大多数の企業やGNUプロジェクトは， そのソフトウェア開発におい

て「伽藍」方式をとっている。つまり ， 少数の優秀な開発者たちが ， システ

ムの隅々まで考應した上で密な辿絡をとりあい方針を決定し， IJFJ発をコント

ロ ー ルする。 ソフトウェアの発表も， バグを十分になくした上でI襄直に行う。

一方， LINUXを開発したト ー バルズの方針はまった＜追い ， ネットワ ー

ク等を通じて数多くのプログラマ ーを開発に参加させ， できる限りトー バル

ズ自身は開発の方針をコントロ ー ルしない。 開発中のソフトウェアの発表も

頗繁に行い ， すべてをオ ー プンにしておく。 このような「バザー ル」方式の

ほうが， より迅速な開発と多くの人々の検査によるバグのチェックが行われ，
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高品質のソフトウェアを生産することを可能にするように恩われる。 レイモ

ンドは実際に ， LINUXの開発モデルを校倣してソフトウェアIJf.l発を試み ，

実際にそれがうまく機能することを確認した。

彼の論文が注目されたのは ， 理想主義的なスト ー ルマンと異なり， 彼が現

実的な主張を行ったからだろう。 レイモンドたちが
， スト ー ルマンらによる

「フリ ー ソフトウェア」という言葉を避け ，
「オ ー プンソ ー ス」という語を採

用したのには理由がある。 レイモンドはこう語る。

「フリ ー ソフトウェア」という言葉には， 知的所有権への反発や共泥主義とい

った ， 巫役には到底受け入れられないイメ ー ジがつきまとっていたのである。
……FSFが知的所有権に叛旗を観している， 共産主義的な立楊をとっている

などという発想は ， 当時も今もむろん(Iりはずれである。 それは我々も わかっ

ている。 だが…..問題になっていたのは， 「フリ ー ソフトウェア」というアイ

ディアを広めようとするFSFの努力が我々に逆効呆をもたらしていたことで

ある。

つまりレイモンドらは， スト ー ルマンらの素朴で過激な主張と理想を ， ピ

ジネスモデルとするために印泉を柔らげようとしたわけである。 ここに，
ス

ト ー ルマンとレイモンドの態度の違いがはっきりあ らわれている。 レイモン

ドは独占的な ‘ノフトウェアに対してスト ー ルマンのようには敵対的な態度を

とらず ， また次のように言う。

I立終的に， フリ ー ソフト／オ ー プンソー ス文化が勝利するのは， 協力が道徳

的に正しいとか， ソフトの「ためこみ」が道徳的にまちがっているとかいう

理illのためではなく（ちなみに後者についてはリ ー ナス（・ト ー パルズ）も

ぽくもそうは息わない）， ljiに商業ソフトの世界が ， ある問題に打能な人々の

時1111を幾桁も多くそそぎ込めるフリ ー ソフト／オ ー プンソー ス界と， 進化上

の軍事競争で張り合えなくなるからかもしれない。

これに対して， もちろんスト ー ルマンは校同することはできない。 先にみ

たように ， 彼にとって， フリ ー ソフトウェア運動を進めねばならないのは ，

協力が追徳的に正しいからであり ， それを+可能にするソフトウェアの独占
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が道徳にまちがっているからにほかならない。 スト ールマンは次のように非

難している。

「オ ー プンソース」という言い方は ， ,;':j性能な ‘ノフトウェア作りのi昔在的な可

能性に焦点を合わせたものになる一方 ， 自由 ， コミュニティ ， 原理/J訓ljとい

った我々の基本とするものを意図的に遠ざけたことになった。 …… 彼ら（業

界）の支援を得るために ， 自由や正義についてひかえめに語ることは， 悲惨

な結果につながりかねない。 そんなことをすれば， ユ ー ザーの獲得とコミュ

ニティ倫理の将及のギャップがさらに拡張されてしまう。

この対立に関しては， スト ー ルマンらも ， トー バルズやレイモンドらも
，

同じような条件下でフリ ー ソフトウェアを作成配布しているのであって ， フ

リ ー ソフトウェア運動全体の隆盛をみれば表而的なものでしかないという論

評がしばしば行われる。 しかし ， 梢報倫理学的の関心からすれば， これは先

にみたGNU Emacs/XEmacs陣営の対立と同じ根を持つ非常に厳しい立場

の対立であると思われる心

ソフトウェア独占の擁護？ ― ロック的自然権理論の復活

このような情報倫理学的な関心からすれば， フリ ー ソフトウェア迎動にお

いてレイモンドが重要なのは， 「伽藍とバザー ル」に続く論文「ノウアスフ

ィアの開墾Jで， フリ ー ソフトウェア述動の思想と現実とのギャップを分析

し ， それをよりよく理解する糸口を提供したことにある。

スト ー ルマンらの潔癖な態度は， 必ずしもすべてのフリ ー ソフトウェア作

者たちに受け入れられたわけではない。 とくに1990年代に入ってからは，

いくつかのコミュニティでの思想的な対立や分裂が目立つようになった。 先

に述べたGNU EmacsとXEmacsの分裂は最たるものと言える。 このような

対立は何に起因し， どうすれば鮒決されるのか。

出発点としてレイモンドが観察したところによれば次のようになる。 フリ
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ー ソフトウェアの開発は基本的に誰でも自由に改変配布してよいのであり，

また改変は推奨さえされているのだから ， ある一つのソフトウェアから ，

別々の方向性を持った複数の派生 ‘ノフトウェアが生産されることがありうる

はずである。 またGPLに表現された思想はそれを強くバックアップしてい

るようにみえる。GPLのもとでは ， ソフトウェアは， 再配布と改変の自由

を残す限り自由に改変してよい。 ところが， 実際にソフトウェアの開発が分

裂したり， 複数の開発方針に分岐することは非常に稀であり， また忌避され

ている。

確かに， オリジナルの開発者が自分が作ったフリー ソフトウェアに1渕心を

失い ， 開発が進まなくなった場合などには， 中心的な開発者が交代すること

はしばしばある。 しかしこのような場合にはメ ー リングリストやネットニュ

ース上で半ば公式の引渡し宣言が行われることが多い。 また ， ごく稀に開発

方針についての意見が対立し， 開発グルー プの分裂が生じた場合には， 多く

の正統性の弁明が行われる。実際に， GNU Emacsから分離したXEmacs陣

営は多くの言葉を費やして自分たちの選択が客観的にみてやむを得ないもの

であったことを説明， 正当化しようと努力している。

レイモンドの問いは ， まさにこの点に関わる。 GNUに代表されるフリー

ソフトウェア運動のポイントは， その理想にそって作られたソフトウェアは

誰もが自由に改変し再配布することができる， というところにあったはずで

ある。 それならばなぜ， あるソフトウェアの開発の主流派と何らかの理由で

反目し分離しようとする人々は自分たちの正当性をことさら説明しなければ

ならないのか。

レイモンドの観察と推論によると次のようになる。 フリー ソフトウェアの

開発には， 実は， 所有権に関する非常に厳格な暗黙の恨習があるのだという。

どのようなライセンス条件をつけようと， フリー ソフトウェアの開発の主祁

権は， そのプロジェクトをIJf.l始した人々が明示的にその人々から主祁権を

譲渡された人々か， あるいは ， もとの開発者が関心を失ったことによって

「所有者」がいなくなったプロジェクトについて ， 関心を持つコミュニティ
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で開発の再開を宣言し， コミュニティの暗黙の承認を得た上で行う人々だけ

にある。 このようなソフトウェア開発者文化における暗黙の恨習は ， 実は

17世紀の哲学者ロック(].Locke)が土地の所有に関して提出した自然権論

→働所有理論ー ーに似た私的所有の観念を含んでいるのだという。 すで

にみたように， ストー ルマンはソフトウェア所有の自然権的理論を厳しく退

けるのだが， 現実のハッカ ー コミュニティはII斉黙のうちにそれを認めていた

とレイモンドは指摘するのである。

しかし， なぜそのような擬似的な所有権がフリーソフトウェア開発者の間

で認められるのだろうか。 レイモンドは， フリーソフトウェアの開発者たち

はソフトウェアの開発によってやはり利益を得ているのであり ， それは主と

してコミュニティでの評判である。 ストー ルマンが主張したように， 単なる

プログラミングの楽しみではないだろう， と言う。

ストー ルマンの理想主義的な主張と比較して， レイモンドの分析は現実の

プログラマー たちの行動をよく反映していると言えるだろう。「情報は自由

であるべきだ」というストー ルマンの一而的な理想に対して， 実際にはさま

ざまな規範が自生的に作用していることを示した。 レイモンドや ， レッドハ

ットソフトウェア ， オ ーライリ ー 出版社等は彼の洞察を実際にピジネスモデ

ルを利用し， 十分な成功を収め， また， 彼の指摘どおり ， ストー ルマンらも

開発モデルの変更を余儀なくされたのである。「オ ー プンソー ス」はピジネ

ス界の一つの標語になった。

「オ ー プンソー ス運動」の旗手と目されていたネットスケ ー プ社のMozilla

の開発は失敗したと言われているが ， LINUXやFreeBSDといったOSや ，

各種フリ ーソフトウェアはその後も/ilfi調にシェアを延ばしており ， インタ ー

ネットで使用されているサーバ群で使われていないマシンを探すほうが苦労

するだろう。
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情報の共有の倫理性再考

さて， ストー ルマン/FSF陣営とレイモンド／オ ー プンソ ー ス陣営の微妙

な対立からわれわれは何を読みとることができるだろうか。 ここでわれわれ

は， フリ ー ソフトウェア開発者たちが共通に持つ傾向性を指摘することがで

きると思う。 ストー ルマン陣営は， 「m報の共有」という邸い倫理的理想を

掲げる。彼らにとってはM報の共有はよりよいソフトウェアIJM発とよりよい

生活のための手段であり ， 社会変革の手段であると同時に ， それ自体に高い

価イ直を見いだしていると言えるだろう。

一方 ， XEmacsグルー プの分裂をみたときに指摘したように ， フリ ー ソフ

トウェア開発者たちの中には ， 情報の共有は単なる手段でしかなく ， むしろ

技術の進歩発展のほうが重要であると考える人々がいる。

そしてそれに対応して ， レイモンドのように ， フリ ー ソフトウェア運動の

道徳的な含窓を解休しようとする人々もいる。

ここで手がかりになるのはLINUXカ ー ネルの開発者ト ー バルズである。

彼は ， LINUXの配布に際してGPLを採川したのはストー ルマンの考え方に

共感したからというよりは ， GNUシステムと ‘ノ ースコ ー ドを使いたかった

からであると述べている。 そして， LINUX開発そのものを始めたのは， 彼

がそれを欲しかったからであり ， それが楽しかったからであると言う。 この

言策と ， フリ ー ソフトウェア迎動の生産物を概観すれば
， 一つの自明の事実

に気づかされる。 あまりにも当然視されているが， フリ ー ソフトウェアは ，

その作成者i'I身が（楽しんで）使うツ ー ル ・ ゲーム群がほとんどだという事
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実である。

これは実際のところ当然である。 ストー ルマン自身についても ， ‘ノー スコ

ードを読み変更する必要を感じたのは， 彼自身が使っているシステムが彼の

求めるものを達成するに卜分でないからであった。レイモンドが「伽藍とパ

ザー ル」で 指摘しているように ，

一般にフリ ー ソフトウェアは開発者の炭求

と 必要性から生まれ ， それが複数の人々に 使われることによって成長し発展

する。

そしてこれが， 一般にフリ ー ソフトウェアが独占的 ‘ノフトウェアに比較し

て一般の索人コンピュ ー タユ ー ザー 向けでないとされる原因でもある。llfl発

者は一般にコンピュ ー タやネットワ ー クのエキスパ ートであり ， 彼らは一般

人向けの「簡単な」ィンタ ーフェー スば必要としない。彼らが必災とするの

はシンプルでj(;j性能なものであり ， また改造等によって創造性を発挿できる

ようなシステムであって， 必ずしも通俗的な意味で「ユ ー ザー フ レンドリ ー 」

である必要はない。

これが一般に多くのフリ ー ソフトウェアに付屈するわかりやすいドキュメ

ントが股性的に不足する原因でもあることにもすぐに気づくであろう。エキ

スパー トにとってはi,'i報が過不足なく説明されていることが必災なのであり ，

いわゆる初心者）IIのガイドが強く災求されることはない。

もちろん ， ストー ルマンらも1開発者たちが求める名声やその他の利益を悪

しき 「エゴ」とみなしたりはしないだろう。むしろ名声や評判への欲求は ，

積極的にflt奨されるべきであるとさえ認める。また ， 1開発者たちの動機がレ

イモンドが示唆するほど自己利益に傾いたものであるとも言いきれないだろ

う。しかし， もし ,m発者たちの主災な動機がレイモンドが指摘するようなも

のであることを開発者たち自身が積極的に認めるようになれば， フリ ー ソフ

トウェア巡動全体の色彩は現在とは別のものになるかもしれない。フリ ー ソ

フトウェア作成が「親切心」や「慈善行為」ではなく ， むしろ開発自体の楽

しみと， 付随的な名州欲などによって動かされるものであると認めるならば，

それはさらに研究者の共同体における研究とその成呆発表に近いものになる
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だろう 60

そして ， IJFI発者以外の社会にとっての課題は， いかにして独占所有による

経済的利益以外に， ,m発者やドキュメントライタ ーたちに， 十分なインセン

テイプを与えるか， ということになる。

この問題はとくに， さらに ‘ノフトウェアや情報の共有が一般的になれば狐

要になるはずである。というのは， 先に指摘したように開発者たち自身が利

) 11するものについては自発的な開発と成長が望まれるが， 初心者向けドキュ

メントに代表されるようなタイプの情報やソフトウェアの情報共有を促進す

るインセンテイプは， ツ ー ル群に比べて少ないものになるだろうからである。

そしてその理由は名声という報伐は， ある慈味排他的でなければ成立しない

稀少孜源である-つまり ， 他の人々との差異に依存する—からである。

また， レイモンドも指摘している名声に対する嫉妬の問題などが浮上してく

ることになるだろう。
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まず当然のことながら， GNUプロジェクトに代表される思想はより射程

の広いものであることを見逃がしてはならない。 レイモンドらの運動が有効

な開発・ ビジネスモデルの骰索であるのに対し， ストー ルマンの思想は， 特

許権や著作権そのものの問い直しという社会哲学の実践なのである。 レイモ

ンドらと迩って
，

ストー ルマンらは， アルゴリズムに対する特許， Apple社

のルックアンドフィ ー ル訴訟 ， amazon.comのピジネスモデルに対する特許，

DAT課税等 ， デジタル認証を加えたデジタルプック等 ， さまざまなユ ー ザ

ーの精神活動の自由を束縛すると言われるピジネス ・法的な規制に反対し，

コミュニティの連哨と運動を強化しようとしている。

このような現実把握を反省的に応用し ， 緩やかなコントロ ー ルのもとで ，

コミュニティに自発的に開発をまかせたレイモンドやトー バルズの方針は現

実的であり， ストー ルマンらよりさらに進んだ開発スタイルと人間理解の有

効性を証明したと言えるかもしれない。

このようなフリ ー ソフトウェア運動内部での緊張関係が， これから先も続

くであろう。 そしてこのような緊張を含んでいることこそが， フリ ー ソフト

ウェア運動の多様性を促進し ， 情報産業の多産性を保証するかもしれない。

つまり， 情報の独占的な所有を目指す企業， 情報の共有に対する道徳的な忠

誠心と主義主張を重んじるタイプの人々， そしてより技術的な進歩を求める

人々が， これからも競争を続けることになるだろう。

このように ， フリー ソフトウェア連動をみると， ここにははっきりと倫理
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的信念とその硲藤があることが理解できるはずである。 このようなフリ ー ソ

フトウェア運動内部での緊張が， ソフトウェアの知的所有権 ・ 知的財産権の

問題の難しさを示していると言えるだろう。 思想的には， おそらく ， ストー

ルマンの理想は泊jすぎる。 われわれの自然権的発想 ・ 慨習や， 独占的支配と

コミュニティでの名声への欲望は， ストールマンが見積もっているものより

はるかに強い。 初期のハッカ ーたちのような気質を持った人々— 基本的に

穏健な無政府主義者的であり ， 計画よりは気まぐれを愛する人々—は ， ス

トールマンのような高踏的な態度にむしろ抵抗を感じるかもしれない。 ここ

にもフリ ー ソフトウェア迎動の逆説がある。

ともあれ， 自由な情報作成と流通が ， 現在のインタ ー ネットの隆盛の礎で

あり ， それを築いてきたと自認する人々， またそれに共感を感じる人々が ，

自由な情報の流通や言論の自由， ネットワ ー ク利用を妨げるピジネスや政府

の活動に対して批判的なことも理解できるはずである。 またなぜわれわれは，

ジョン ・ レノンのill]を歌い演奏してそれを自由に配布することができないの

か。 もしわれわれが特許権や著作権， あるいは尚標等を重要なものであると

考えるならば ， もう一度なぜそれらの権利が保殿されるべきであるのか ， そ

の限界はどこにあるのかを間い直さねばならないだろう。

［註］

1) この点については ， 江口聡「佼II的所有権の哲学的正当化」加茂直樹編「社会

哲学を学ぶ人のために」（世界思想社 ， 2001年）を参照。

2) Nissenbaum, H., "Should I Copy My Neighbor's Soflware ? .. in Johnson, D.G. 

& Nissenbaum,I-1. (eds.) , Computers, Ethics & Social Values, Prentice Hall, 1995が

詳しい分析を行っている。「M報倫理学研究rt科集I」(「情報倫理の構築」プロジ

ェクト ， 京都大学文学研究科， 1999年）に神崎宜之による紹介がある。

3) このようなスト ー ルマンたちの主張は ， 共産主義的である ， あるいは ， 所有

権• 財産権に対する杓威· 攻黙であるとしばしばみなされることになり ，
ハ ッカ

ーたちの中にも反発する人々も多かった。 もっとも ， ストー ルマン自身は自分は

共j並主義者でもなければ， ソフトウェアによるビジネスに反対しているわけでも



.. t・参名文献(Sf;r.) 147 

ないと楳り返し説明している。

4) 「ill: 界の名若40 フラ ンクリン ・ ジェ ファ ー ソン ・ トクヴィル他」 （中央公論

新社 ， 1980年）。

5) このようにして ， JIil想i'.-� 者でありグルである奇人スト ー ルマンと ， 現実主

義者でありモラリストである広告・営架マンであるレイモンド， という対比が語

られるようになった。

6) 「研究業績」については ． 水谷雅彦「知を「所イi」するとはいかなることか一

ー「liJf究業績」という奇妙な紺1)/虻について」大I廷他 ， 筋Ill消一�� 「所有のエチカ」

（ナカニシヤ出版 ， 2000年）が卯味深い分析を行っている。
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